
国（厚生労働省・こども家庭庁）の実施要綱別紙１表１に掲げる障害福祉サービス事

業所等は下記の要件を満たす必要があります。

〇基準月において、処遇改善加算を算定していること。ただし、基準月において処遇改善加

算を取得していない場合であっても、申請時に処遇改善加算を算定している又は処遇改善

加算を令和８年度中に算定することを誓約した場合は、本補助金の申請要件の審査に当た

っては、基準月から処遇改善加算を算定しているものとして取り扱う。なお、当該誓約をし

た場合は、障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業実績報告書（以下、「実績報告書」という。）

において処遇改善加算の算定について報告することとする。

〇処遇改善加算Ⅲ又はⅣを算定している場合は、職場環境等要件について、全体から８以上

の取組を実施していること。ただし、基準月において当該要件を満たしていない場合であっ

ても、申請時に８以上の取組の令和８年度中に実施することを誓約した場合は、本補助金の

申請要件の審査に当たっては、基準月から当該要件を満たしているものとして取り扱う。な

お、当該誓約をした場合は、実績報告書において８以上の取組の実施について報告すること

とする。

〇処遇改善加算Ⅰ又はⅡを算定している場合は、以下のいずれかの取組を実施しているこ

と。

・経験・技能のある障害福祉人材のうち１人以上は、賃金改善後の賃金の見込額（処遇改善

加算を算定し実施される賃金改善の見込額を含む。）が年額 460 万円以上であること（処

遇改善加算による賃金改善以前の賃金が年額 460 万円以上である者を除く。）。ただし、基

準月において当該要件を満たしていない場合であっても、申請時に当該賃金改善の令和８

年度中に実施することを誓約した場合は、本補助金の申請要件の審査に当たっては、基準月

から当該要件を満たしているものとして取り扱う。なお、当該誓約をした場合は、実績報告

書において当該賃金改善について報告することとする。

・職場環境等要件について、全体から 14 以上の取組を実施していること。ただし、基準月

において当該要件を満たしていない場合であっても、申請時に 14 以上の取組の令和８年

度中に実施することを誓約した場合は、本補助金の申請要件の審査に当たっては、基準月か

ら当該要件を満たしているものとして取り扱う。なお、当該誓約をした場合は、実績報告書

において 14 以上の取組の実施について報告することとする。


